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農業者・漁業者物価高騰対策支援助成金 【Q＆A】（漁業者）
1 対象者・制度全般について 
	Q
	助成金対象者の要件なにか

	A 
	対象者とする漁業者は漁業センサスの用語の定義から、『海面において営む水産動植物の採捕又は養殖の事業を行っている者』（個人経営主の世帯員や漁業経営体の雇用者及び共同経営の構成員は除く）とする。
　また、個人・法人を問わず、 以下の①～③を満たす必要がある。
①令和8年１月１日を基準日として余市町内に住所又は主たる事業所を有していること 。
②令和６年または令和７年に漁業の実績があり、申請日以降も継続の意思があること。
③ 余市郡漁業協同組合に所属する経営体であること。



	Q
	基準日（令和８年１月１日）時点で余市町に居住していたが、その後町外へ転出している場合、対象となるか。 

	A
	対象になる。 
要件として、基準日以降も漁業継続の意思があることが必要である。



	Q
	基準日以降に亡くなっている場合は対象になるか。 

	A
	対象にならない。 
ただし、亡くなった方と住民票上の世帯を同じくする方が漁業を継承していると確認できた場合は、継承者が対象となる。 


 
	Q
	漁業者の家族や乗組員にも支給されるか。

	A
	対象にならない。
本助成金は漁業経営を継続するための一助として支援する目的である。



	Q 
	同一世帯の親子で別々に漁業を行っているが、それぞれが申請できるか。 

	A 
	申請できる。
個人経営主の世帯員であってもそれぞれに漁業の実績があれば可能である。



	Q
	令和７年中に漁業を開始したが、対象になるか。 

	A 
	対象になる。 



	Q 
	個人・法人別に漁業をしているが、両方とも申請することは可能か。

	A
	申請できない。
個人または法人のどちらのみの申請となる。







2 申請等について 
	Q 
	申請書の「誓約・同意事項」に誓約・同意できない場合は、申請できないか。 

	A
	申請できない。
助成金の交付要件や交付手続に必要な内容である。


 
	Q 
	助成金の受領後、交付要件に該当しないことが判明した場合や申請に虚偽の内容が含まれていた場合は、どうなるか。 

	A
	町長がやむをえないと認める場合を除き、助成金を返還いただく。 


 
	Q 
	申請書の入手方法はなにか。

	A 
	対象と思われる者に個別に余市郡漁業協同組合から郵送する。
また役場農林水産課、余市郡漁業協同組合の窓口および余市町ホームページから入手できるようにする。


 
	Q 
	申請書の提出方法はなにか。 

	A
	余市郡漁業協同組合に持参又は郵送していただく。


 
	Q 
	支払方法なにか。 

	A 
	申請書に記入された指定口座（申請者本人名義）に支払う。 


 
	Q 
	支払時期はいつか。 

	A 
	書類の審査の結果、適正と認められた時点から1か月程度で指定口座へ振込む。 



	Q
	助成金の使途に制限はあるか。 

	A 
	使途に制限はない。 
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